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我が国は地震国でもあり、

近年も日本全国において

地震が多発しております。 

全世界の地震の１～２割

は我が国で発生している

と言われております。 

地震の将来予測において

も、日本全国で大きな地

震が発生する可能性があ

り、南海トラフの巨大地

震や首都直下型地震の被

害想定（南海トラフの巨

大地震の被害想定：建物

被害葯９４万棟～２４０

万棟、死者数葯３万～３

２万人 Ｈ２４内閣府）

で、これらの地震が最大

クラス規模で発生した場

合、東日本大震災を超え

る甚大な人的物的被害が

発生することが、ほぼ確

定視されています。 

 

このような状況下、平成

２５年時点のマンション

ストック総数が約５９０

万戸、そのうち旧耐震基

準に基づき建設されたも

のは約１０６万戸であり、

生命・身体の保護の観点

から、耐震改修促進法の

改正や支援措置の拡充に

より、耐震性不足住宅や

建築物の耐震化の促進が

喫緊の課題とされていま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、耐震化が不足す

るマンションの建て替え

を円滑に進めるため、多

数決でマンションとその

敷地を売却できる制度を

創設する、「改正建替え円

滑化法」が５月２２日の

衆議院本会議の可決を経

て、６月１８日の参議院

本会議で可決、成立しま

した。改正法は公布後６

か月以内に施行、１２月

２４日には新制度の運用

が開始されます。 

 

今回の改正により、耐震

性が不足していることに

ついて特定行政庁の認定

を受けたマンションの区

分所有者は、区分所有者

等の５分の４以上の多数

で、マンションおよびそ

の敷地を売却する旨の決

議をすることができるよ

うになります。 

 

またこの決議の合意者は、

決議合意者等の４分の３

以上の同意で、都道府県

知事等の認可を受けてマ

ンションおよびその敷地

の売却を行う組合（マン

ション敷地売却組合）を

創設することができ、マ

ンションおよびその敷地

の売却に参加しない区分

所有者に対し、区分所有

権および敷地利用権を時

価で売り渡すことを請求 

 

 

 

 

 

 

できます。 

耐震性が不足していること

について認定を受けたマン

ションを建て替える場合に

は、一定の敷地面積を有し、

市街地環境の整備・改善に

資することを条件とし、特

定行政庁の許可により容積

率制限を緩和することがで

きる特例も設けられます。 

 

なお、今回の改正とあわせ

て、法律の正式名称が 

「マンションの建て替えの

円滑化等に関する法律」 

から 

「マンションの建替え等の

円滑化に関する法律」 

に変更されました。 

 

今回の「マンションの建て

替え等に関する法律」の改

正について、興味のある管

理組合の方は、無料出張セ

ミナーを行いますので、当

センターまでご連絡くださ

い。 
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３０年以上経過したマン

ション（高経年マンショ

ン）について考えてみた

いと思います。 

 

まず、その骨組みである

構造体は鉄筋コンクリー

ト造が主流です。 

鉄筋コンクリート構造と

は 

Reinforced Concrete 

Construction(補強され

たコンクリート構造）の

意味であり、略称で「Ｒ

Ｃ造」と呼ばれています。 

ＲＣ造の起源としては

1880〜1890 年代にド

イツやフランスにてＲＣ

造の橋架などで技術的に

確立され発展しました。 

その後もＲＣ造について

の施工法・構造計算理論

の研究が重ねられ、

1900 年前後にはＲＣ造

の建物が実際に建てられ

始めました。 

 

建築史において、世界初

のＲＣ造マンションとさ

れるのは、フランス・パ

リに現存する「フランク

リン通りのアパート」、設

計はオージュスト・ペレ、

竣工は 1903 年と築

100年前になります。 

日本における最古のＲＣ

造のアパートは、長崎県

の炭坑だった端島(軍艦

島)に現存します。1916

年(大正５年)築の30号 

 

 

 

 

 

棟と呼ばれた７階建一部 

半地下の住宅棟になりま

す。島の狭い面積に対し

て増加する炭坑従事者に

対処するため、必要に迫

られて生まれたこの日本

初の試みは、当時の炭坑

長が米国・シカゴを視察

した経験からの発想と言

われます。現在は、端島

の炭鉱閉鎖により島全体

が廃墟となっていますが、

その歴史的価値から保存

が叫ばれています。 

 

このようにＲＣ造の建物

は、鉄筋とコンクリート

をわせて耐久性、強度、

施工性、価格の面で優れ

たマンションに適した構

造といえ、本来３０年以

上の耐久性があるのです。 

ただし同じＲＣ造であっ

ても、短命で終わるもの、

長持ちするものと差が出

てしまうのは、どのよう

な要素が関係するのでし

ょうか。 
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建物本体の劣化のしにく

さ】 

建物の寿命を長くするに

は、コンクリートの中性

化を防ぎ、強度の高いコ

ンクリートを使用するこ

とが肝要です。 

 

中性化を防ぐ方法は、鉄

筋を包むコンクリートの

厚さ(かぶり厚さ)を確保

することが必要です。 

同じく建物の外壁材の種

類も耐用年数に影響があ

ります。強度が高いコン

クリートについては、建

物工事中のコンクリート

が適正量の練り混ぜ水(水

セメント比)であるかが重

要になります。施工性を

優先して練り混ぜ水が多

い柔らかいコンクリート

を使用すると、十分な強

度を確保することが出来

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【設備配管類の維持管

理のしやすさ】 

日本国内において、すで

に取り壊れたマンション 

の平均寿命は４６年とい

われますが、その多くは

設備配管が取替えられな

い造りになっていたこと

が原因とされています。 

 

配管類の寿命はコンクリ

ートより短く、２５〜３

０年と言われています。

築年数が古い建物ではコ

ンクリート内部に配管設

備類を埋め込んでしまい、

配管の更新が出来ない例

もありました。建物の耐

用年数を上げるためには、

設備配管の不具合を点

検・清掃しやすいように、

パイプスペースや機器ス

ペースを適切な位置とし、

点検口をなどにより維持

管理しやすい造りになっ

ていることがとても大切

なことです。 

 

高経年マンションを考える 
一級建築士 酒井 豊   

端島(軍艦島) 
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居住者個人がリフォーム

を行う場合には、その工

事部分がマンションの共

用部と専有部のどちらで

あるかが重要になってき

ます。 

リフォームは共用部に対

して工事を行うことはで

きません。 

 

では例えば浴室でリフォ

ームを行う場合、床下の

配管がコンクリートの中

に埋め込まれている時は

どうなるのでしょうか？ 

コンクリートの中に埋め

込まれた配管は前回のお

話にあった「みなし共用

部」という考え方から、

配管位置の移動などの工

事を行うことはできませ

ん。つまりリフォームで

きるとしても限られた条

件の中でしか工事を行え

ず、ユニットバスへのリ

フォームも難しい場合が

あります。 

 

こういった配管構造をし

ている浴室は主に築 30

年以前のマンションに多

くありますが、良く聞か

れる浴室の悩みとして 

・浴槽が小さい。 

・浴室内が寒い。 

・タイル目地の汚れが気

になる。 

・給湯設備やシャワーな

どの性能が悪い仕様が

古い。 

 

 

 

 

 

などなど、現状の浴室に

不満を持ってらっしゃる

方は多いようです。 

特に浴槽サイズについて

は、あるアンケートでは5

人に 1 人が「小さい・狭

い」と感じておられるよ

うです。 

しかし、冒頭にお話した

構造上の問題がネックに

なって、リフォームはし

たい！でも【構造上でき

ない】とあきらめている

方も多くいらっしゃるの

ではないでしょうか？ 

マンションの浴室リフォ

ームでは配管が最大の問

題となってくるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

その問題を解決する前に、

配管の違いによる浴室構

造についてお話したいと

思います。 

 

配管がコンクリート床の

中に埋め込まれている場

合、浴室は在来工法と呼

ばれる方法で作られてお

り、リフォームを行う為

には配管位置を動かせな

かったり大掛かりな解体

工事を伴うなどの条件が

あります。一方でコンク

リートの床上に配管が通 

 

 

 

 

 

っている場合は、主に 

ユニットバスであること

が多いです。 

 

■在来工法 

在来工法は下地材で防水

を行ない、その上にタイ

ルなどを貼って仕上げた

ものです。ですからその

防水下地に亀裂が入れば

水漏れを起こします。 

表面は綺麗であっても防

水切れが起きると、下の

階への漏水が起こります。 

在来工法の浴室は１５年

ほど経つと、目地が取れ

たり、タイルのヒビ割れ、

継ぎ目のゴムの部分 （コ

ーキング） の剥がれ等が

起きますので 早めのメ

ンテナンスが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

■ユニットバス 

ユニットバスははじめか

ら製造された防水パン・

床・壁・天井などの部材

を組み立てて設置する構

造になっています。 

水漏れの心配は殆ど有り

ませんが、ユニットバス

の壁面や床面に穴があけ

ば当然水漏れしますし、

壁の内側に作るわけです

から、浴室内の大きさが 

 

 

 

 

 

少し小さくなります。 

ユニットバスはリフォー

ムの工期が短く、状況に

よっては 1 日～2 日で工

事を完了させることがで

きます。 

 

■在来工法とユニットバ

スの違い 

昔の浴室は床や壁をタイ

ルで貼った在来工法と呼

ばれるものが殆どでした。

今 

はカプセルのような構造

をした水漏れの心配の無

い「ユニットバス」にす

るのが浴室の主流になっ

ています。 

マンションでは水漏れの

問題も有り、以前からユ

ニットバスが主流でした

が、築 30 年以前のマン

ションでは在来工法の浴

室も多くあります。また

古いユニットバスは鋼板

製のため、腐食が激しい

と水漏れの危険性がある

ので、やはりメンテナン

スが大切になってきます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    そもそも談義 みなし共用って? 

                        維持保全専門部会 
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回答 

総会は管理組合の最高の

意思決定機関です。総会

で意見を述べるまではい

かなくても、管理組合運

営において確認したい事

柄がある場合は、質問を

して日頃の疑問を解消す

ることも重要です。なる

べく多くの組合員が出席

して充分に意見を出し合

い、組合員の総意で組合

運営の意思決定を行うこ

とが本来の姿です。 

 

標準管理規約第４６条第

４項では、「組合員は書面

または代理人によって議

決権を行使することがで

きる」、同第５項では「組

合員又は代理人は、代理

権を証する書面を理事長

に提出しなければならな

い」と規定されています。

代理権を証する書面とは

いわゆる「委任状」のこ

とです。 

また、標準管理規約第４

７条第５項により書面ま

たは代理人によって議決

権を行使する者は、出席 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合員とみなすので、出

席組合員とは、書面また

は代理人によって議決権

を行使する者と実際に出

席する組合員との合計数

です。今回の白紙委任状

も出席者数に含まれます。 

総会の出席率は「マンシ

ョン管理標準指針」では、

すくなくとも半数程度の

区分所有者が実際に出席

していることが望ましい

としています。 

 

少しでも総会に出席して

もらうためには、総会の

重要性について組合員に

理解と協力を求め、管理

組合の実情に合わせて開

催場所や日時の選定、消

防訓練や組合員の懇親会

などと組み合わせるなど

組合員が参加しやすいよ

うな工夫や手段が何より

大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答 

１． 

総会において区分所有者

は、委任状によって議決

権を行使することが認め

られています。 

委任の趣旨から考えれば、

議題が明確になってから

でないと何を委任するの

かが判明しません。した

がって、総会の委任状は

総会招集通知後に委任事

項を明確にしてその都度

提出される必要がありま

す。 

 

２． 

理事長には、管理規約に

資格の定めがないかぎり

においてはどなたでも就

任できるこのとなるわけ

ですが、通常は規約に定

めて居住の組合員が就任

いたします。理事長は総

会の議長にもなることが 

ありますので、議決権を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有する組合員の就任が相

応しい組合運営といえま

す。 

 

３． 

組合に顧問を置き報酬を

支払う事については、総

会の承認があれば構いま

せん。 

一方、理事会運営につい

ては原則として規約に定

めることが求められてお

ります。従って、規約に

定めることでマンション

管理士も理事に就任する

ことが可能となります。

なお、区分所有者でない

理事には総会での議決権

はないことはいうまでも

ありません。 

質問 

総会は多くの組合員が出席して話し合うべきだと思

いますが、私どもの管理組合の総会は、白紙委任状

（理事長委任）が多い状況です。 

白紙委任状を減らし、総会への出席者を多くしたい

のですがどうしたらよいでしょうか。 

 

 

無料相談会での質問から 

～委任状について 等    

 
質問 

築３１年のマンションです。高齢化対策等も考

慮し、役員に居住組合員の親族を選任すること

を考えています。次の事項についてお伺いしま

す。 

１． 総会において包括委任状のみでこの親

族役員の議決権が認められますか。 

２． 理事長に非組合員が就任してもよろし

いですか。 

３． マンション管理士を顧問にし、理事にす

ることができますか。 
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管理組合と自治会とはど

こが違うのか？ 

 

端的に言えば、区分所有

者が強制的に加入させら

れるのが管理組合で、居

住者が任意で加入できる

のが自治会という区分が

一般的です 

管理組合が所有者の団体

で、自治会は居住者の団

体という区分ですが、先

程の区分わけで、全ての

所有者がそのマンション

に住んでいれば所有者＝

居住者となるため強制・

任意の違いはありますが、

2 つの団体の構成員は同

じになるとなります。 

 

最近の大規模マンション

は初期の段階で 2 つの団

体を立ち上げるケースが

多く、両者の関係は共に

独立性が強い場合や自治

会が管理組合の下部組織

に位置づけられている場

合など様々で夫々の役割

に対しての相互理解と協

力が欠かせないのは間違

いなく、そのための工夫

を考える必要もあると思

われます。 

 

元来、管理組合は入居以

前から、区分所有法に 

より業務内容まで定めら

れています。 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省が作成した、

マンションの標準管理規

約では、管理組合の業務

として以下のように規定

しています。 

 

まず、最初に管理組合の

目的を「○○マンション

の管理又は使用に関する

事項を定めることにより、

区分所有者の共同の利益

を増進し、良好な住環境

を確保することを目的と

する」（第1条）と定めて

います。（目的） 

更に、管理組合の業務と

して業務の項目があり、

様々な例を挙げて定めて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（業務） 

管理組合は、次の各号に掲

げる業務を行う。 

 

１管理組合が管理する敷

地及び共用部分等（以

下本条及び第４８条に

おいて「組合 管理部 

分」という。）の保安、

保全、保守、清掃、消

毒及びごみ処理 

 

 

 

 

２組合管理部分の修繕 

３長期修繕計画の作成又

は変更に関する業務 

４建物の建替えに係わる

合意形成に必要となる

事項の調査に関する業

務 

５適正化法第１０３条に

定める、宅地建物取引

業者から交付を受けた

設計図書の管理 

６修繕等の履歴情報の整

理及び管理等 

７共用部分等に係る火災

保険その他の損害保険

に関する業務 

８区分所有者が管理する

専用使用部分について 

管理組合が行うことが

適当であると認められ

る管理行為 

９敷地共用部分等の変更

及び運営 

１０修繕積立金の運用 

１１官公署、町内会等と

の渉外業務 

１２風紀、秩序及び安全

の維持に関する業務 

１３防災に関する業務 

１４広報及び連絡業務 

１５地域コミュニティに

も配慮した居住者間の

コミュニティ形成 

１６管理組合の消滅時に

おける残余財産の清算 

１７その他組合員の共同

の利益を増進し、良好

な住環境を確保するた 

めに必要な業務 

 

 

 

 

 

 

そして業務の後の条文に

管理組合は業務の一部ま

たは全部を第三者に委託

し、請け負わせることが

できる。とうたわれてい

ます。 

 

管理組合の業務には、防

災や居者間の地域コミュ

ニティの形成など、業務

の一部を、自治会組織に

委託する又は協力しあっ

て進めることも大切です。 

 

防災についてのご相談は、

当センターの防災士が対

応いたします。どうぞご

相談ください。 

次号はマンションの防災

について特集します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理組合と自治会の関わりについて 
組合運営専門部会   

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%92%B0%E5%A2%83
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%92%B0%E5%A2%83


 

 

住管センター通信 
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【【最最近近のの実実績績】】                      

■長期修繕計画見直し業務 

 ・八千代市R管理組合 368戸 

 

■大規模修繕工事設計コンサル業務 

 ・中野区S管理組合 ５３戸 

 

■長期修繕計画見直し業務 

・船橋市Ｚ管理組合 ４０戸 

 

■滞納管理費対応コンサル業務 

 ・千葉市Ｋ管理組合 ５９戸 

 

■管理費削減問題についての相談 

 ・市川市 

 

 

 

 

 

 

 

本本本会会会ののの取取取扱扱扱いいい事事事業業業例例例   

  

 

 

ＮＰＯ法人 住管センター 

 

〒273-0025 

千葉県船橋市印内町 603-1 

    田中ビル 621号 

 

TEL  

０４７－４２０－３３０７ 

FAX  

０４７－４２０－３３０８ 

 

E-MAIL: 

info@jyuukan-center.com 

 
URL: 

www.jyuukan-center.com 

 

今月の相談依頼業務等 

 

管理費削減相談 

  市川市１件 

長期修繕計画見直し 

  千葉市1件 

船橋市１件 

管理運営問題 

  千葉市1件 

  船橋市1件 

管理会社変更問題 

  千葉市1件 

雑排水管更新工事 

  船橋市1件 

 

非営利活動法人集合住宅等管理支援センター 

  略称：ＮＰＯ法人 住管センター 

〒273-0025 

千葉県船橋市印内町603-1田中ビル６２１号 

ＴＥＬ047-420-3307 ＦＡＸ047-420-3308 

編集後記 

マンション管理費の滞納額が大きく、管理組合が競売申立 

をしても、マンションのスラム化により買い手がつかな 

かったとしたら、不動産は国庫に帰属するのではないの 

です。それはそれは恐ろしい話です。建替え法があって 

も建替えは難しいだからスラム化だけは避けたい。 

この恐ろしい話は次号で。 

 

 

お問い合わせ 
 

 

 

 

【過去完了形】 

■大規模修繕工事設計コンサル 

・過去における実績２５件 

 

■滞納問題解決コンサル 

・成田市Ｋ住宅他１０件 

 

■管理会社変更コンサル 

・市川市Ｆマンション他６件 

 

■管理規約の改正コンサル 

・市原市ＤＮマンション他８件 

 

■管理組合ホームページ作成 

・松戸市Ｔマンション他３件 

 
 

 

 

 

 

出張無料相談・出張無料セミナー 
 

マンション管理組合が抱える問題は、管理組合によって違います

ので、個々に相談を受けています。また、新理事さんの勉強会や

関心のある問題についてのセミナーも無料にて開催します。 

ＮＰＯならではの支援活動をご利用ください。 

http://www.jyuukan-center.com/

